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はじめに 

○ 伏見西部第五地区土地区画整理事業施行地区内の保留地を一般競争入札により 

売却します。 

 

○ 入札に参加する場合は、事前に申込みが必要です。 

 

○ 一般競争入札による保留地の売却とは、入札参加者が価格を競い合い、本市があら

かじめ決めた価格（以下「予定価額」という。）以上で、最も高い価格を付けた方に

物件を購入いただくものです。 

 

Ⅰ 売却物件 

地区 
保留地 

番号 
所在地 

面積

（㎡） 

予定価額 

（円） 

入札保証金

（円） 

伏見西部
第五地区 
【売却条件付】 

第２８－ 

４－１号地 

伏見区 

横大路六反畑 
6,236.00 623,600,000 31,180,000 

 
○ 面積については、土地区画整理事業完了時に行う確定測量の結果、若干の増減が生

じる場合があります。この場合は、契約時の面積と確定時の面積の差について、事業

完了時に、契約金額１㎡当たりの価格により精算することとなります。 

 

○ 予定価額は、京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）都市計画事業伏見西

部第五地区の評価員の意見を聴き、決定したものです。 

 

○ 現地説明会は行いません。なお、現地を確認される場合は、横大路淀線からの見学

に留めていただき、本物件や周辺地、未開通道路等への立入りは御遠慮ください。ま

た、周辺の方の御迷惑とならないよう御注意ください。 

 

○ 建築物等の用途によっては、法令等に基づく許可を得る際に、行政機関との協議が

必要な場合がありますので、事前に関係する部署と御相談ください。 

 

○ 伏見西部第五地区土地区画整理事業施行地区に該当するため、建築行為等（整地工

事を含む。）を行う際には、土地区画整理法第７６条に規定される許可が必要です。 

 

○ 現況有姿で売却します。必要な整地（通路橋・擁壁・盛土・除草等）や供給設備の

引込みは、落札者が行ってください。 

 

○ 保留地は、土地区画整理事業によって新たに生み出された土地であるため、土地区

画整理事業が完了（「換地処分」の公告）するまでは、登記記録が存在しません。そ

のため、所有権移転登記を行うまでの間、保留地に係る権利の証明として、保留地台

帳の写しを発行しています。 

 

○ 保留地は、所有権移転の登記を行うまでの間は、権利移転等が制限されますので、

保留地の全部又は一部を他人に譲渡する場合は、届出のうえ本市の許可が必要です。

また、停止条件付抵当権やその他の権利を設定される場合には、あらかじめ本市への

申請又は届出が必要です。 
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（許可申請等の主な問合せ先） 
注 宅地の嵩上げや擁壁の設置等を行う場合は、隣接者との協議が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地区画整理法第７６条許可申請 

（建築、宅地造成等を行う場合） 
京都市建設局南部区画整理事務所 

   075-643-0088 

車両乗入施設設置申請 
（歩道を切り下げる場合等） 

 

 
●南東側道路(横大路淀線） 

京都市建設局伏見土木みどり事務所 

075-611-5371 

 
●北西側及び北東側道路(区画道路） 

京都市建設局南部区画整理事務所 

075-643-0088 

 
 

一部現状変更申請 
（側溝蓋を現場打ちに変更する場合等） 

道路掘削申請 
（上下水道、ガスの引込等のために道路を掘削する場合） 

埋蔵文化財に関する届出 

 

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 

075-222-3130 

その他の問合せ先 

関西電力（電気設備） 0800-777-3081 

京都市上下水道局南部営業所 075-605-2011 

大阪ガスお客様センター 0120-8-94817 
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伏見西部第五地区 保留地箇所図 

京都競馬場駐車場 

南部クリーンセンター 

売却保留地 

横 大 路 運 動 公 園 
府
道
京
都
守
口
線 

横 

大 

路 

淀 

線 
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Ⅱ 物件明細、位置図、参考写真等 
 

物 件 明 細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保 留 地 番 号 伏見西部第五地区 保留地番号第２８－４－１号地 

予 定 価 額 623,600,000 円 

所 在 地 京都市伏見区横大路六反畑 底地地目 田・畑 

底 地 地 番 
13、14-2、16、18、19、19-1、32、33、34、34-1、39、39-1、39-2、40、40-1、40-

2、41、41-1、41-2、41-3、41-4、41-5、42、45、46、46-1、47、47-2、官有地 

土地 

面 積 ６，２３６．００㎡ 

土 地 の 状 況 

整形地（平坦地）（間口約６８ｍ、奥行９２ｍ） 

 前面路線【幅員】１８．０ｍ（南東側）横大路淀線 

          ８．０ｍ（北西側及び北東側）区画道路  

     【高低差】概ね等高に接道 

 ※区画道路は令和８年開通予定（保留地購入者・関係者は開通前通行可） 

 ※保留地位置図参照 

私 道 負 担 なし 

公
法
上
の
規
制 

区 域 区 分 市街化区域 

用 途 地 域 工業地域 

建 ぺ い 率 ６０％  

容 積 率 
３００％※ 

※産業集積特別工業地区の誘導用途（工場・事務所・研究施設・倉庫）以外は、２００％ 

そ の 他 

伏見西部第五地区土地区画整理事業地（事業中）、遠景デザイン保全区域(11)、屋

外広告物第７種地域、近郊整備区域、宅地造成等工事規制区域、周知の埋蔵文化財

包蔵地（富ノ森城跡） 

供 給 施 設 

（ 前 面 道 路 ） 

電気 上水道 直放流下水管 ガス 

○ ○ ○ ○ 

交通

機関 

鉄 道 京阪中書島駅まで約３．３ｋｍ、京阪淀駅まで約２．０ｋｍ 

バ ス 南横大路（市バス）まで約３００ｍ、横大路車庫前まで約１．７ｋｍ 

留 意 事 項 

○ 本市が造成工事を行っています。造成の品質については、ＵＲ都市機構基準を

参考に施工管理を行うとともに、仕上がり面の許容支持力を確保しています。 

  材料となる盛土は、所定の品質や環境基準への適合等を確認のうえで、他工事

の発生土や本事業地内の発生土を改良したものを使用しています。 

  なお、本事業の工事車両等の一時的な通行を目的として、当該地内の北側（区

画道路８号線沿い）の幅約４ｍについては、上層に再生砕石を使用して仕上げて

います。 

  また、当該地内の雨水等が隣接地へ流入することを防止する目的として、南側

に素掘りの溝を設置して仕上げています。 

〇 本物件は周知の埋蔵文化財包蔵地に該当します。関連手続については、文化市

民局文化芸術都市推進室文化財保護課に御確認ください。なお、同課ＨＰにて、

現在、試掘調査に時間を要する状況であることが周知されています。 

〇 本物件は、京都市が水防法に基づいて提供する水害ハザードマップにおいて、

浸水深５．０m 以上の洪水浸水想定区域及び家屋倒壊等反乱想定区域に所在しま

す。また、京都府マルチハザード情報提供システムにおいて、浸水継続時間は２

４時間～７２時間未満と記されています。 

○ 土壌汚染調査、試掘調査、地盤に関する調査は実施していません。 
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留 意 事 項 

○ 登記事項証明書、公図、住宅地図等により地歴を調査したところ、田及び畑と

して利用されており、埋蔵文化財以外の地下埋設物（通常想定される土地の利用

を妨げるもので、地下に存するものをいう。）が存する蓋然性は低いと考えてい

ます。 

〇 現在、本物件と隣接地には、最大約４０ｃｍの高低差があります。敷地境界等

については隣接地所有者と協議のうえ必要な処置を行ってください。 

特 記 事 項 

１ 土地利用に関する制限等 

⑴ 買受人は、引渡しの日から起算して１０年間、本物件及び本物件上の建物に

ついて、使用収益権及び停止条件付売買予約の譲渡、所有権の移転、地上権・

質権・賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利の設定をしてはなりませ

ん。ただし、あらかじめ当該行為を必要とする理由を付して書面により本市に

申請し、協議のうえ、その承諾を得たときは、この限りではありません。 

 ⑵ 買受人は、本物件を廃棄物処理に係る用途で使用してはなりません。 

 ⑶ 買受人は、本物件を次のアからオまでのいずれかの用途の目的に使用しなけ   

  ればなりません。    

   ア 工場  

   イ 研究施設  

   ウ 事務所  

   エ 倉庫 

   オ ア～エの建築物の付属施設 

  ※付属施設の範囲は、主たる用途の利用範囲を超えてはなりません。 

 ⑷ 本物件について、入札参加申し込み時に事業計画書（記載例は１５ページ参 

  照）を提出する必要があります。 

  落札後、買受人は、事業計画書に記した事業を速やかに実施し、本物件を当

該事業計画に基づいた利用に供さねばなりません。 

 ⑸ 買受人は、本市承諾のもと、本物件及び本物件上の建物について、譲渡、所

有権の移転、地上権・質権・賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利の

設定を行う場合、その相手方である第三者に、契約により買受人に課された制

限を遵守させ、また、買受人の義務を履行させなければなりません。 

 

２ 違約金、入札物件の返却等 

⑴ 買受人が売却条件に規定する制限及び義務に違反した場合には、売買代金の

３割に相当する額の違約金を請求します。また、売買契約を締結した日から起

算して、１０年間の買戻特約を設定し、同特約を保留地台帳に記載します。 

⑵ 本物件に係る売買契約の条項に違反したときは、同契約を解除し、本市が指

定する期間内に、買受人の費用で、本物件を売却時の現状に回復して返還して

いただきます。 

  また、契約に定める条項を履行しないことにより、本市に損害が生じたときは、

その損害に相当する金額を損害賠償金として請求します。 
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保 留 地 位 置 図 

区画道路 8m 

都市計画道路 横大路淀線 18m 

 
保留地番号 

第２８－４－１号地 

６,２３６．００㎡ 
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保留地番号 第２８－４－１号地 

Ａ＝６,２３６．００㎡ 

保留地面積求積図 Ｓ=1/1000 
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当該資料は、参考資料であり、本市が数値の正しさを保証するものではありません。正し

い数値は、必ず落札者において実測してください。 



- 9 - 

 

Ⅲ 保留地売却（一般競争入札）の流れ 
 

１ 入札参加の申込み （１０～１５ページ参照） 

        ＊ 受付場所：京都市建設局南部区画整理事務所 

（受付場所への持参以外の受付はできません） 

        ＊ 受付日時：令和７年 ９月２９日(月)から 

令和７年１０月１０日(金)までの午前９時から午後５時 

（土曜日、日曜日及び祝日、正午から午後１時を除く） 

 

２ 書類送付、入札保証金の納入（１６～１７ページ参照） 

        ＊ 本市から保留地入札指定書、入札保証金納入通知書等を送付 

        ＊ 入札保証金の納入期限：令和７年１１月１１日(火)まで 

納入通知書により京都市収納代理金融機関窓口で納入（ＡＴＭで

の利用不可）。領収書（原本）は入札の際に要持参 

３ 入  札 （１８～２３ページ参照） 

        ＊ 入 札 日：令和７年１１月１２日(水)  

場 所：伏見区役所１階ホール 

        ＊ 必要書類：保留地入札指定書、入札書、入札保証金領収書（原

本）、入札保証金返還請求書、委任状（代理人が入札す

る場合のみ）、本人確認書類 

        ＊ 落札者には確認書を交付 

        ＊ 落札者以外には、振込により入札保証金を返還 

          （振込まで１か月程度） 

４ 契約保証金の納入、契約の締結 （２４ページ参照） 

        ＊ 保留地売渡決定通知日（入札日から約２～３週間後）から１０日以

内に、契約代金の１０％以上に当たる契約保証金を納入通知書により

納入（落札者の入札保証金は、契約保証金に充当できるため、差引額

を納入） 

＊ 保留地売買契約は京都市建設局南部区画整理事務所で実施 

（保留地売渡決定の通知日から１５日以内） 

＊ 売買契約書（本市保管用のもの１部）に貼付する収入印紙は、落札

者が負担 

 

５ 契約代金の納入 （２４～２６ページ参照） 

        ＊ 契約締結後１０日以内に、契約代金の残金（契約代金から契約保証

金を差し引いた額）を納入 

        ＊ 契約代金の残金納入確認後、保留地を引渡し 

 

６ 保留地台帳への記載 

        ＊ 落札者は「借地権以外の権利の申告書」を提出 

        ＊ 保留地台帳に権利を有することを記載 

           

 

７ 手続完了 
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Ⅳ 入札参加の申込み 
入札への参加を希望される方は、以下の必要書類を京都市建設局南部区画整理事務所へ

持参し提出してください（持参以外は受付不可）。 

  必要書類の様式は、３７～４０ページに掲載しているほか、京都市ホームページ「京都

市情報館」にも掲載しています。 

                   

  https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000340412.html 

  又は  京都市 保留地売却  で検索 

 

 

１ 必要書類 

  ⑴ 申込用紙（保留地入札参加・抽選参加・買受申込書） 

    申込者が入札者になりますので、落札された場合の売買契約当事者となる方の氏名

でお申込みください。 

    住所は、入札参加書類の送付先となりますので、住民基本台帳上の住所（法人の場

合は、登記上の所在地）を記載してください。 

   ＊ 本物件を共有予定の場合は、連名での入札参加が可能です。共有予定の方全員

の住所・氏名・連絡先を記入し「土地利用の目的」欄には、各参加者の持分割

合・代表者を記入してください。 

  ⑵ 誓約書Ａ及び誓約書Ｂ 

        ＊ 連名で入札参加される場合は、参加される方全員分の提出が必要です。 

 ⑶ 添付書類 

   ア 個人の場合 

     住民票の写し（マイナンバー（個人番号）の記載のないもの） 

  イ 法人の場合 

    登記事項証明書（現在事項全部証明書） 

    印鑑証明書 

 

＊ いずれも発行から３か月以内の書類を添付してください。 

＊ 参加申込から契約締結までの間に記載内容の変更があった場合は、必ず申し出

てください。 

＊ 連名で入札参加される場合は、参加される方全員分の提出が必要です。 

 

 ⑷  事業計画書 

 保留地の用途に関して施設の概要や配置計画、整備スケジュール等を記載してくだ

さい。記載内容について、本市から口頭又は文書等により質問や補正を求める場合が

あります。 

 また、本市が入札条件を満たさないと判断した場合は、入札参加をお断りする場合

がありますので、あらかじめ御了承ください。 
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２ 申込受付期間と受付場所 

⑴  受付期間 

   令和７年９月２９日（月）から令和７年１０月１０日（金）まで 

   （土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

 ⑵ 受付時間  

   午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 ⑶ 受付場所  

   京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所（伏見区深草五反田町１１２番地） 

   ＊ 持参のみ受付けます。 

      ＊ 受付期間外及び受付時間外は受付できません。 

 

３ 申込資格（入札参加資格） 

   以下の＜申込みできない方＞に該当する方を除き、個人・法人を問わず、どなたでも

入札に御参加いただけます。 

 ＜申込みできない方＞ 京都市土地区画整理事業保留地処分規則第３条（抜粋） 

   ① 契約を締結する能力を有しない者 

 ② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 ③ 入札の公正な執行を妨げた者 

 ④ 公正な価額の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合した者 

 ⑤ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等及び同条第５号

に規定する暴力団密接関係者 

    ＊ 入札参加資格確認のため、京都府警察本部に照会します。 

 

 ４ 連名で入札参加される場合の手続 

 連名で入札参加される場合は、本市が郵送する入札指定書、入札保証金納入通知書等

の入札関係書類を受領する代表者１名を指定してください（申込用紙に記載必須）。 

 なお、入札保証金は指定された代表者の口座に返金します。 
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記入例１ 

（（必要書類Ⅳ-１- ⑴：保留地入札参加・抽選参加・買受申込書） 

 

 

保留地 

入 札 参 加 

抽 選 参 加 

買 受 

申込書 

 

(宛先)  京 都 市 長 令和 ○年 ○月 ○日   

申込者の住所(法人にあっては、主たる事務

所の所在地)  

 京都市伏見区深草五反田町１１２番地 

申込者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者名) 

 

株式会社 ○○○○ 

 代表取締役 ◎◎◎◎ 

      

 

電話  ０７５－６０１－＊＊＊＊       

 

 京都市土地区画整理事業保留地処分規則 

☑第 4条 

□第 17条 

□第 24条 

の規定により保留地の 

☑ 入札へ 

□ 抽選へ  の参加を申し込みます。 

□ 買受け 

希望する保留地 

地 区 名      伏見西部第五地区 

保 留 地 番号     第２８－４－１ 号地 

面 積     ６，２３６．００平方メートル 

土 地 利 用 の 目 的 

  

 ○○用地として利用 

注 1 該当する□には、レ印を記入してください。 

 2 申込者が法人である場合には、登記事項証明書(商業登記規則第 30 条第 1 項第 2 号に規定する履

歴事項証明書であって、同条第 3項の規定により全部である旨の認証文が付されたものに限る。)を

添付してください。 

 3 申込者が個人である場合には、契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受け

て復権を得ない者でないことを申し立てる書類を添付してください。 

 

 

 

 

個人の場合、住民登録されている住所 
法人の場合、法人登記されている所在地 

工場用地、倉庫用地など利用目的を記入し

てください。 

また、連名で参加申込される場合は、 

その持分割合、代表者も記載してください。 
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（必要書類Ⅳ-１- ⑵：誓約書Ａ）                     記入例２ 

 

 

誓 約 書 

 

 
私は、令和７年１１月１２日実施の京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画) 都市計画事業伏

見西部第五地区土地区画整理事業における保留地処分の一般競争入札への参加の申込みに当たり、下記

の事項について誓約いたします。 

 

記 

 

１ 京都市土地区画整理事業保留地処分規則第３条に規定する次のいずれにも該当する者ではありま

せん。 

 ⑴ 契約を締結する能力を有しない者 

⑵ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

⑶ 入札の公正な執行を妨げた者 

⑷ 公正な価額の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合した者 

 

２ 申込みに際し、京都市土地区画整理事業保留地処分規則のほか、入札案内書並びに保留地売買契約

書（案）の各条項並びに保留地物件の法令上の規制を全て承知のうえで申し込みます。 

 

令和７年○○月○○日   

 

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画) 

都市計画事業伏見西部第五地区土地区画整理事業 

施 行 者  京 都 市 

代 表 者  京都市長 松井 孝治 様 

 

             誓約者 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）    

  京都市伏見区深草五反田町１１２番地 

             

                氏 名（法人にあっては、名称及び代表者名）    

            
                      株式会社 ○○○○ 代表取締役 ◎◎◎◎ 

                                      

 

 

 

【共有予定の場合】 共有予定者全員分の誓約書の提出が必要です。 
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（必要書類Ⅳ-１- ⑵：誓約書Ｂ）                        記入例２ 

京都市暴力団排除条例施行規則第１号様式 

 

 

誓  約  書 

（宛先） 京 都 市 長     令和  年  月  日   

誓約者の住所（法人にあっては、主たる事務

所の所在地） 

 

 京都市伏見区深草五反田町１１２番地 

誓約者の氏名（法人にあっては、名称及び代表

者名） 

株式会社 ○○○○  

代表取締役 ◎◎◎◎ 

 

  電話 ０７５－６０１－＊＊＊＊ 

 

暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等に該当しないことを誓約します。 

誓約者並びに京都市暴力団排除条例第２条第４号イに規定する役員及び使用人並びに同号

ウに規定する使用人が、同条第５号に規定する暴力団密接関係者に該当しないことを誓約し

ます。 

誓 約 者 並 び に そ の 役 員 及 び 使 用 人 の 名 簿 

役職名又は呼称 氏 名 フ リ ガ ナ 生 年 月 日 性 別 

代表取締役 南部 太郎 ナンブ タロウ 昭和○年○月○日 男 

取締役 区画 角子 クカク スミコ 昭和○年○月○日 女 

取締役 御池 ひろし オイケ ヒロシ 昭和○年○月○日 男 

南部支店長 都市 一郎 トシ イチロウ 平成○年○月○日 男 

     

     

     

     

     

     

注 誓約者並びにその役員及び使用人の名簿の欄は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる者

について記入してください。 

⑴ 誓約者が法人である場合 京都市暴力団排除条例第２条第４号イに規定する役員及び使用人

（市長等又は指定管理者が全ての使用人について記入することが困難であると認めるときは、市

長等又は指定管理者が指定する使用人に限る。次号において同じ。） 

  ⑵ 誓約者が個人である場合 誓約者及び京都市暴力団排除条例第２条第４号ウに規定する使用

人 

 

 
【共有予定の場合】 共有予定者全員分の誓約書の提出が必要です。 

法人の場合、役員全員について記入してください。 
また、支店、営業所、事務所の場合はその業務を統括される
方も記入してください。 
個人の場合、本人及び使用人がおられる場合はその方につい
て記入してください。 
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（必要書類Ⅳ-１- ⑷：事業計画書）                       記入例３ 

 

事 業 計 画 書 

（宛先） 京 都 市 長 令和  年  月  日 

申込者の住所（法人にあっては、主たる事務

所の所在地 
京都市伏見区深草五反田町１１２番地 

申込者の氏名（法人にあっては、名称及び代

表者名） 
株式会社 ○○○○  

代表取締役 ◎◎◎◎ 

  電話 ０７５－６０１－＊＊＊＊ 

令和７年１１月１２日実施の保留地第２８－４－１号地売却に係る一般競争入札（以下「入札物

件」という。）に関する事業計画については次のとおりです。 

１ 入札申込者の業種 

   

 

 
２ 入札物件の利用形態 

   

 

  

 
３ 入札物件の利用計画 

 ・入札物件にて行う業務内容や施設概略、整備スケジュール等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・添付書類 

   施設の配置図、業務内容がわかる資料（パンフレット、HP等） 

     

 

 ＊ 記載内容について、口頭又は文書等により質問や補正を求める場合があります。 

 また、記載内容から入札条件を満たさないと判断される場合には、入札参加をお断りする場合

がありますのであらかじめ御了承ください。 

 ＊ 本事業計画の内容は、入札物件引渡日以降、速やかに実施いただく必要があります。 

 

 

１ 業務内容 

  〇〇製造に係る技術開発及び製造を行うための工場を建築する。 

２ 施設概要 

 ・建築物 

  鉄骨造３階建て（整備内容は別紙配置図のとおり） 

 ・付帯施設 

  駐車場（搬送用、従業員用、来客用） 

３ スケジュール 

  別紙工程表のとおり 

あてはまる項目の□に✔をいれてください。 

製造業 

日本標準産業分類(Ｐ36)で示されている中分類の業種を記入してください。 

 

入札物件の利用形態    ☑工場  □研究施設  □事務所  □倉庫  

 

記載欄が不足する場合は、別紙を添付してください。 
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Ⅴ 申込後の手続 
 

１ 入札参加者への書類送付 

 申込内容を審査し、入札参加資格が確認できた後、申込書類に記載の住所又は所在地

に以下の書類を配達証明で送付します。 

 ・保留地入札指定書    

 ・入札保証金用納入通知書 

 ・入札保証金返還請求書  

 ・上記各種の記載例 

 ・委任状 

  ＊ 委任状は「３ 委任について」（１７ページ）を参照してください。 

  ＊ 連名で申込された場合は、代表者に全員分の書類を送付します。 

 

２ 入札保証金の納入  

 ⑴ 入札参加者は、１ページに記載の入札保証金（予定価額の１００分の５に相当する

額（千円未満切上げ））を、⑶の京都市収納代理金融機関等の窓口で、入札保証金用

納入通知書により納入してください（ＡＴＭでの利用不可）。 

 ⑵ 入札保証金の納入期限は、令和７年１１月１１日（火）です。  

⑶ 金融機関で受け取った領収書の原本は、入札日に提出していただきます。 

   京都市収納代理金融機関等（全国の本店・支店・出張所）  

種別 金融機関名 

銀行 みずほ、三菱ＵＦＪ、三井住友、北陸、北國、  

滋賀、京都、池田泉州、南都、但馬、徳島大正  

信用金庫 京都、京都中央 

信用組合 京滋、近畿産業 

農業協同組合  京都府信用農業協同組合連合会、京都市、京都中央、

京都  

その他  近畿労働金庫  

ゆうちょ銀行直営店及び郵便局  

（京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌

山県の区域内に所在するものに限る。）  

   

 （参考）入札保証金の返還について 

 ＊ 落札者及び補欠者以外の方には、落札者の決定後、入札保証金還付請求書に記

載の振込先へ入札保証金を返還します（振込まで１か月程度）。 

 ＊ 入札保証金について、利子は付しません。 

 ＊ 落札者が納入した入札保証金は、契約保証金に充当します。 

 ＊ 落札者が入札物件の売買契約を締結しないとき（落札後、入札参加資格を有し

ない者であることが判明し、その入札が無効になったときを含む。）は、入札保

証金は返金せず、違約金として本市に帰属します。  

 ＊ 補欠者の入札保証金は、落札者が契約を締結したときに返還します。 
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３ 委任について 

 申込者本人（連名で入札される場合はその全員）の入札参加を原則としますが、次の

場合は、代理人による入札が可能です。代理人による入札を行う場合は、本市が送付し

た委任状を代理人に交付してください。 

  ア 申込者が法人で、その法人の代表権がない方が入札に参加する場合 

  イ 申込者が個人で、やむを得ず代理の方が入札に参加する場合 

  ウ 連名で申込をした場合で、やむを得ず全員が入札に参加できない場合（参加できな

い方全員から入札に参加する方への委任が必要） 

 

＊ いずれの場合も、代理人は個人に限ります（法人名義は不可）。 

＊ 同一入札物件につき、入札者又はその代理人が他の申込者の代理を行うことは

できません。 

＊ 代理人が入札を行う場合の入札書の記載方法は、記載例を参考にしてください。 
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Ⅵ 入札 

１ 日時、場所 

⑴ 日 時  

日 時：令和７年１１月１２日（水）＜午前中を予定＞ 

    入札受付及び開始時間等については、後日、入札申込者に郵送する保留地入札指

定書でお知らせします。 

⑵ 場 所（入札会場）  

   場  所：伏見区役所 １階ホール 

   住  所：京都市伏見区鷹匠町３９番地の２ 

   アクセス：京阪電車 丹波橋駅・伏見桃山駅  徒歩１０分 

        近鉄電車 近鉄丹波橋駅・桃山御陵前駅 徒歩１０分 

 ⑶ 留意事項 

・ 入札開始時間までに受付をお済ませください。 

・ 入札開始時間までに受付されない場合、入札の権利を放棄されたものとみなし、入

札に参加できませんので御注意ください。 

・ 入札会場には、「保留地入札指定書」を持参の本人又は代理人以外の方は入場でき

ません。 

・ 駐車場台数には限りがありますので、公共交通機関の利用等に御協力ください。 

 ⑷ 会場周辺地図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐
車
場 

＜会場周辺地図＞            ＜伏見区役所１階フロア図＞ 

臨時駐車場入口 

  

 

   臨時駐車場 

駐車場入口 

(左折のみ入庫可) 

毛利橋通 
正面出入口 

出
入
口 

入札 

会場 
 

ホール 

出入口 

受付 
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２ 入札時の必要書類等 

   下記の（１）ア、ウ、エ、（２）の書類は、本市から送付したものを持参してくださ

い。提出書類は、返却できません。 

⑴  受付窓口で提出又は提示 

ア 保留地入札指定書 

 イ 入札保証金の領収書（原本） 

     金融機関等から交付される納入通知書領収書（領収印押印済みのもの） 

落札された場合は契約保証金の充当手続に、落札に至らなかった場合は入札保証

金返還手続にそれぞれ使用します。 

  ウ 委任状 

    代理人が入札に参加する場合のみ、御提出いただきます（２２ページ参照）。 

  エ 保留地処分に係る一般競争入札保証金返還請求書 

入札保証金返還手続に使用します。 

  オ 本人確認書類（提示のみ） 

 写真付の証明書（マイナンバーカード、運転免許証等）により、入札参加者本人

確認を行います。 

 ⑵ 入札に使用するもの 

  ・入札書 

    「３ 入札に当たっての注意事項」を確認のうえ、記入してください。 

 ⑶ その他 

  ・本書（「入札案内書」） 

 入札日に注意事項等について説明します。 

３ 入札に当たっての注意事項 

⑴   入札書の本人自署欄には、入札者（代理人が入札する場合は、代理人）の氏名及

び住所を必ず自署してください。 

⑵   入札書の入札金額は、アラビア数字（０、１、２、３・・・）を使用し、最初の

数字の前に「￥」を記入してください。 

⑶   提出された入札書は、書換え、引換え、又は撤回することはできません。 

⑷   次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

ア 入札に参加する資格のない者又はその者の代理人が入札をしたとき。 

イ 入札書の提出が京都市土地区画整理事業保留地処分規則第２条により公告した入

札の日時に遅れたとき。 

ウ 所定の入札書以外で入札したとき。 

エ 入札保証金が市長の定める額（予定価額の１００分の５）に達しないとき。 

オ 入札者又はその代理人が２枚以上の入札書を提出したとき。 

カ 入札書の入札金額の記載に訂正があるとき。 

キ 入札書の記載事項が明確でないとき、又は記載の漏れがあるとき。 

ク 入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際し不正の行為があったとき。 

ケ 入札関係職員の指示に従わないなど、入札会場の秩序を乱したとき。 

コ その他入札に関する条件に違反したとき。 



- 20 - 

４ 入札、開札、落札者等の決定 

⑴  入札日には、受付において、保留地入札指定書及び入札保証金納入状況の確認を

行います。また、入札手続は、受付完了順に案内します。 

⑵  開札は、入札者立会いの下、入札締切後、直ちに行います。 

⑶  落札者は、次の方法により決定します。 

   ア 入札書に記載された金額が、本市が事前に定めた予定価額以上で、かつ最高の価

額であった入札者を落札者とします。 

   イ アに該当する入札者が複数の場合は、くじ引きにより落札者を決定します。この

場合、当該入札者はくじ引きを辞退できません。 

     なお、落札者決定と同時に入札額の順位により２人以内の補欠者を決定します。  

⑷  開札後、落札者の氏名（法人の場合はその名称）及び落札金額を、落札者がない

ときはその旨を入札者にお知らせします。 

⑸  落札者に確認書をお渡しします。なお、落札確認後、落札者が以下のいずれかに

該当した場合、京都市土地区画整理事業保留地処分規則第１４条第２項の規定によ

り、納入された入札保証金は返還しません。 

 ・ 契約する権利を放棄されたとき 

 ・ 「Ⅶ契約代金の納入と契約の締結」に記載する期限内に「契約保証金の納入」、「契

約の締結」、「契約代金の納入」のいずれかを行わないとき 

 ・ 「Ⅳ入札参加の申込」に記載する申込みできない方に該当することが判明したとき 

⑹ ⑸により落札者の決定を取り消したときは、補欠者の入札した金額での契約締結に

ついて、補欠者に対して意思確認します。補欠者が契約する意思を示した場合は、補

欠者を契約相手として契約締結手続を行います。 

  なお、補欠者が２名である場合は、まず、第１補欠者に対して契約意思を確認し、 

  第１補欠者が契約を辞退したときや⑸のいずれかに該当したときには、第２補欠者に

対して契約意思を確認します。 

  また、補欠者が契約する意思を示した後に、⑸のいずれかに該当したときは、納入さ

れた入札保証金は返還しません。 

⑺ 落札者の決定後、概ね３週間以内に落札者に対し保留地売渡決定通知書を送付しま

す。 

 

５ 再度入札 

今回の入札は、予定価額（最低売却価額）を事前に公表していますので、開札の結果、

落札者がない場合でも、再度入札は行いません。 
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記入例  

（入札関係書類Ⅵ-２- ⑵：第３号様式） 

 

入   札   書  

 
令和７年１１月１２日 

（宛先） 

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画） 

都市計画事業伏見西部第五地区土地区画整理事業 

施 行 者   京都市 

代 表 者   京都市長 松井 孝治 様 

 

（入札者） 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 

 

 
 

 電話（    ）   － 

 

 

保留地入札指
定書受付番号 

第  ○○○○ 号 

入 札 金 額 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 

 
円 

 
注１ 入札金額を訂正したものは、無効となります。 

２ 入札保証金の額が市長の定める額に達しないときは、無効となります。 

３ 記載が明確でないとき、又は記載の漏れがあるときは、無効となります。 

４ 入札金額は、アラビア数字（０、１、２、３、・・）を使用し、最初の数字の前に「￥」を記入

してください。 

 

 

本

人

自

署

欄 

※入札者（代理人が入札する場合は代理人）本人の氏名を記入してください。 

（入札者・代理人） 

 

   株式会社 ○○○○  

代表取締役 ◎◎◎◎ 

 

 

 

 

 

 

 

同封されている入札指定書に記
載されている受付番号を記入し
てください。 

入札金額を記入してください。 

入札者本人（代理人が入札する場合は代理人）が署名して

ください。連名で入札される場合は、全員分署名してくだ

さい。 

￥ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



- 22 - 

（入札関係書類Ⅵ-２- ⑴ -ウ：第４号様式）                 記入例 

 

委  任  状 
令和７年○○月○○日 

 

 

 

（委任者）住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 
 京都市伏見深草五反田町１１２番地    

                    

                   氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 
                     株式会社 ○○○○ 

                         代表取締役 ◎◎◎◎       

                                        

 

 下記の者を私の代理人と定め、次の権限を委任します。 

 

 

                             

 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業伏見西部第五地区土地区画

整理事業施行地区内の保留地第２８－４－１号地の一般競争入札(令和７年１１月１２日

実施)に関する一切の権限 

 

 

記 

 

 

      （受任者）住所 

             

 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

                                    

           氏名 

  

            御池 太郎 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受任者は個人に限ります（法人名義は不可）。 
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（入札関係書類Ⅵ-２- ⑴ - エ：第５号様式）                記入例 
 
 

 

 

保留地処分に係る       保証金返還請求書 
 

 

 

 

 

上記の金額を請求します。 

  ただし、令和７年１１月１２日実施の保留地処分に係る 

  伏見西部第五地区保留地番号２８－４－１号      の保証金の返還金として。 

 

 令和 ７年  月  日 
  
京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画） 
都市計画事業 伏見西部第五地区土地区画整理事業 
施 行 者    京都市 
代 表 者    京都市長  松井 孝治 様 

 
 
 
 

 

 

 
振込口座 

 
 

金 額 
 億 千 

 

百 十 万 千 百 十 円 

請 

求 

者 
 

住所（法人にあっては、主
たる事務所の所在地） 

京都市伏見区深草五反田町１１２番地 

氏名（法人にあっては、名
称及び代表者名） 

〇〇株式会社 
代表取締役◎◎◎◎ 

金融機関名 店舗名 預金種目 口座番号 

□□銀行 △△支店 ☑普通 □当座 
□貯蓄 □その他 

１２３４５６７ 

口座名義 
（フリガナ） 

ﾏﾙﾏﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔ 
ﾀﾞｲﾋﾖｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ ﾏﾙﾏﾙﾏﾙﾏﾙ 

口座名義 
（漢字等） 

〇〇株式会社 
代表取締役 ◎◎◎◎ 

（注）１ 請求金額は、アラビア数字（０、１、２、・・）で右詰めで記載し、最初の数字の前に「￥」を

記入してください。 

２ 一般競争入札・公開による抽選保証金の返還を受ける場合に提出してください。 

３ 請求者及び口座名義人は、入札参加申込者と同一人にしてください。 

４ ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名（漢数字）・預金種目・口座番号を記入してください。 

 

 

 

 

入札 

抽選 

入札 

抽選 

￥ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

返却先は請求者の口座に限ります。 

請求者の氏名と口座名義人が一致するこ

とを確認してください。 

日付は記入しないでください。 
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Ⅶ 契約代金の納入と契約の締結 

１ 契約保証金の納入 

  保留地売渡決定通知日から１０日以内に、契約保証金として契約代金の１０％以上の

金額（入札保証金は、契約保証金の一部として充当しますので、その差引額）を納入し

てください。 

 

２ 契約の締結 

保留地売渡決定通知日から１５日以内に、京都市建設局南部区画整理事務所におい

て、保留地売買契約を締結します。 

  保留地売買契約は「落札者」名義（連名（共有）で落札された場合は「共有者全

員」）での締結となります。 

  なお、契約の締結に当たっては、下記の書類、落札者の実印及び契約書に貼付する収

入印紙が必要です。 

 ⑴ 個人の方 

印鑑登録証明書（発行後３か月以内のもの） １通 

  ⑵ 法人の方 

印鑑証明書（発行後３か月以内のもの）   １通 

  連名（共有）で契約する場合は、共有者全員分の印鑑登録証明書又は印鑑証明書が必

要です。 

 落札者が期限までに契約を締結しない場合、落札は無効となります。この場合、入札

保証金は違約金として本市に帰属し、返還しません。 

 保留地売買契約書のうち、本市保管用（１部）に貼付する収入印紙（契約金額に応じ

たもの）は、落札者負担となります。 

 

３ 契約代金の納入 

  契約締結の日から１０日以内に、契約代金の残金（契約代金から契約保証金を差し引

いた額）を納入してください。また、納入後に「借地権以外の権利の申告書」を提出し

てください。 

 

４ 保留地の引渡し 

  契約代金の残金が納入されたことを確認後、保留地の引渡しを行います。 

 

５ 契約の解除 

  京都市土地区画整理事業保留地処分規則第３４条（契約の解除）により、規則に違反

したとき又は契約を履行しないときや、保留地売買契約書の条文に違反したときは、契

約を解除することがあります。 
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６ 所有権の移転登記 

  契約した保留地は、引渡しの日から落札者（買受人）が使用し、管理することになり

ます。 

  なお、保留地は土地区画整理事業完了後に行う「換地処分」まで、土地の登記記録は

存在しません（代わりになるものとして、保留地台帳を作成し、権利関係を管理）。

「換地処分」後に、本市が保留地についての土地の登記（表示、保存）を行い、その

後、本市から買受人への所有権移転登記を行います（この時に要する登録免許税は買受

人の負担となります。）。 

  したがって、この時までは、保留地について所有権移転登記はできません（換地処分

の時期は未定）。 

  また、土地区画整理事業完了時に行う確定測量の結果、面積に若干の増減が生じる場

合があります。その場合は、契約代金に契約時の面積を除した金額に、換地処分時に定

めた面積を乗じた金額と契約代金との差額を精算します。 

 

７ 権利の移動 

  契約した保留地は、所有権の移転登記が完了するまでの間は、原則として権利の譲渡

はできません。 

(1) 京都市土地区画整理事業保留地処分規則第３５条（譲渡の制限）により、保留地

の全部又は一部を他人に譲渡するときは、あらかじめ届出のうえ本市の許可が必

要です。 

(2) 停止条件付抵当権やその他の権利を設定するときは、届出又は申請が必要です。 
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 ＜１１月１１日期限＞ 

入札保証金の納入（予定価額の５％） 

                  

            ＜入札日 １１月１２日＞  

                  

確認書の交付 

      （約２～３週間）    

保留地売渡決定通知 

                    （１０日以内） 

                  契約保証金の納入（契約代金の１０％以上） 

       

（１５日以内） 

契約の締結 

      （１０日以内）     

         契約代金の残金の納入 

 

  （１２月下旬頃予定）  

保留地の引渡し 

                   

所有権移転登記（換地処分後） 

                        

契約締結までの流れ 
 

    契約保証金の額から、入札保証金の額を 

    差し引いた金額を納入していただきます。 

    契約金額から、契約保証金の額を 

    差し引いた金額を納入していただきます。 
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Ⅷ その他の注意事項 
 

１ 落札者が、保留地売買契約書に定める義務を履行しないために、本市に損害を与えた

ときは、その損害を賠償していただきます。 

 

２ 落札された保留地の活用に当たっては、法令等の規制を必ず遵守してください。 

 

３ 落札者が決定した場合には、個人、法人の別（法人の場合はその名称）及び落札金額

を公表します。また、落札者が辞退等により契約を締結しない場合は、補欠者の個人、

法人の別（法人の場合はその名称）及び落札金額を公表します。 

 

４ 情報公開請求があった場合は、入札に参加された方全員の氏名（法人の場合はその名

称）を公開することがあります。 

 

５ 保留地の町名・地番は、「換地処分」の際に設定されますので、「換地処分」以前に保

留地上に町名・地番が必要になる場合、仮の町名・地番を使うことになります。したが

って、「換地処分」により地番等が変更になります（町名・地番の変更は、土地区画整

理事業施行地区全体で行います。）。 
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保 留 地 売 買 契 約 書（案） 
 

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）都市計画事業伏見西部第五地区土地区画整理事業施行

者京都市（以下「甲」という。）と〇〇〇〇（以下「乙」という。）は、同事業の保留地の売買に関し、

京都市土地区画整理事業保留地処分規則に従うほか次のとおり契約する。 

 

（売買土地及び売買代金等） 

第１条  甲は、次の保留地（以下「本物件」という。）を現状で乙に売渡すものとする。 

⑴ 保留地番号    第２８－４－１号保留地 

⑵ 所  在  地    京都市伏見区横大路六反畑 

⑶ 面      積    ６，２３６．００平方メートル（登記する面積は、異なることがあります。） 

  ⑷ 契 約 代 金    金〇〇〇〇〇〇〇〇円 

 ２  この事業の換地処分をしたときは、前項第４号の契約代金を前項第３号の面積で除した金額に、甲

が換地処分時に定めた面積を乗じた金額を契約代金として確定させ、前項第４号に掲げる契約代金と

の差額を精算する。 

 

（売買代金の納入） 

第２条 乙は、前条第１項に掲げる契約代金から契約保証金を控除した金〇〇〇〇〇〇円を令和〇年〇

月〇日までに甲に全額納入しなければならない。 
 
（所有権の移転登記） 

第３条  乙は、甲が指定する日までに本物件の所有権の移転登記の嘱託に要する登録免許税の領収証書

又はこれに代わる収入印紙及び書類を甲に提出しなければならない。 
 
（危険負担） 

第４条  この契約の締結から所有権の移転を完了するまでの間に甲の債務の履行に関し甲の責めに帰

すことのできない事由により損失が発生した場合は、乙が負担するものとする。 
 
（契約不適合責任） 

第５条 乙は、引き渡された本物件に種類又は品質（埋蔵物、埋設物、土壌混合物、土壌の品位、排水、

地下水その他本物件の利用に関する制約を含む。）に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契

約不適合」という。）があることを発見しても、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び

契約の解除をすることはできないものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙が消費者契約法（平成 12年法律第 61号）第２条第１項に規定する消

費者である場合は、乙は、本物件に契約不適合があることを発見したときは、引渡しの日から２年以

内に甲に通知したものに限り、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求又は契約の解除をする

ことができるものとする。ただし、契約不適合が、乙の責に帰すべき事由によるものであるとき又は

乙が本契約締結時に契約不適合を知っていたときは、この限りでない。 
 
（権利の移転又は設定の制限） 

第６条 乙は、引渡しの日から起算して 10 年間、本物件について次の各号に掲げる行為をしてはなら

ない。ただし、あらかじめ当該行為を必要とする理由を付して書面により甲に申請し、協議のうえ、

その承諾を得たときは、この限りでない。 

 ⑴ 使用収益権及び停止条件付売買予約の譲渡 

 ⑵ 所有権の移転 

 ⑶ 地上権、質権、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利（以下「使用収益権」という。）

の設定 

２ 第一項の規定は、本物件上の建築物にも及ぶ。 

３ 第一項の規定は、次の各号に掲げるところにより所有権が移転し、又は使用収益権が設定される場

合には適用しない。 

 ⑴ 滞納処分、強制執行又は競売 

 ⑵ 土地収用法その他の法律の規定に基づく収用又は使用 

（利用制限等） 
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第７条 乙は、本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第

２条第２号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であ

ることが指定されているものの事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供され

ることを知りながら、本物件の所有権を第三者に移転し、若しくは本物件を第三者に貸してはならな

い。 

２ 乙は、本物件を廃棄物処理に係る用途で使用してはならない。 
 
（指定用途） 

第８条 乙は、本物件を次の各号に掲げる用途以外の目的に使用してはならない。また、⑴～⑷を主た

る目的とし、⑸が主たる目的の利用範囲を超えてはならない。 

 ⑴ 工場 

 ⑵ 研究施設 

 ⑶ 事務所 

 ⑷ 倉庫 

 ⑸ 前各号の建築物に付属する施設等 

２ 乙は、入札案内書に基づき申込み時に提出した事業計画書に記した事業を速やかに実施し、売買物

件を当該事業計画に基づいた利用に供さなければならない。 

３ 乙は、やむを得ない事情により、前項の事業計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ変

更を必要とする理由を付して書面により甲に申請し、協議のうえ、その承認を受けなければならない。 
 
（土地転得者等への制限及び義務の継承） 

第９条 乙は、第６条第１項但し書きの規定により、第１項各号の行為を行う場合、第６条から第８条

に規定された乙の制限及び義務を当該行為の相手方たる第三者に順守させ、また履行させなければな

らない。 
 
（買戻しの特約） 

第 10条 甲は、乙が、第６条から第８条までの規定に違反したときには、本物件を買い戻すことができ

る。 

２ 前項の規定により、買戻しをすることができる期間は、本物件の売買契約締結日から起算して 10年

間とする。 

３ 甲は、第１項の規定により本物件を買い戻すときは、売買代金を乙に返還し、契約費用は返還しない

ものとする。この場合において、当該売買代金には、利息を付さないものとする。 

４ 第 12条から第 15条の規定は、第１項の規定により買戻しを行った場合に準用する。 

５ 第１項の規定による買戻しの特約は、保留地台帳への記載又は、登記により設定するものとする。 
 
（届出事項） 

第 11 条  乙は、所有権の移転登記が完了するまでは氏名若しくは住所の変更、民事再生手続開始若し

くは乙の財産に係る差押、仮差押若しくは競売の申立てがあったときは、直ちに文書により甲に届け

出なければならない。 
 
（契約の解除） 

第 12条  甲は、乙がこの契約の条項に違反したと認めたときは、この契約を解除することができる。 

２  契約の解除により生じる損害額のうち地代相当額は、契約代金に甲が乙に本物件を引き渡した日か

ら乙が本物件を原状に回復して甲に引渡した日までの日数（年当たり 365日）に応じて年５パーセン

トの割合を乗じた額とする。 

３  この契約が解除された場合において、乙は、本契約又は本物件に関し必要費、有益費、工作物等の

設置費その他の出損について、その償還を甲に請求しないものとする。 
 
（原状回復） 

第 13 条 乙は、前条の規定によりこの契約が解除されたときは、甲が指定する期間内に自己の費用で

本物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が原状回復の必要がないと認めるとき

は、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書の場合において、本物件が滅失し、又はき損しているときは、その損害賠償と

して契約解除時の時価の減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。 



- 30 - 

 
（違約金） 

第 14条 乙は、この契約の条項に違反したときには、金【契約代金の３割】円を違約金として甲に支払

わなければならない。 

２ 前項の違約金は、第 15 条に定める損害賠償金又はその一部には当たらないものとする。 

３ 甲は、第 12 条によりこの契約が解除された場合、返還する売買代金を違約金に充当することがで

きる。 
 
（損害賠償） 

第 15条 第 12条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙はその損害に相当する金額を損害賠償

金として甲に支払わなければならない。 
 
（公租公課） 

第 16条 本契約締結後、当該保留地に賦課される公租公課は、乙の負担とする。 
 
（疑義等の決定） 

第 17条 本契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定

めるものとする。 
 
この契約を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 

 令和○年○○月○○日 

 

 

             甲   京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地   

 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画） 

 都市計画事業第五地区土地区画整理事業 

 施 行 者   京都市 

 代 表 者   京都市長 松井 孝治 

 

 
          乙 （住所）○○○○      

（氏名）○○○○   
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（参考）京都市土地区画整理事業保留地処分規則（抄）  
 

（一般競争入札の公告） 

第２条 市長は、一般競争入札により保留地を処分しようとするときは、入札期日の前日から起算して

２０日前までに次に掲げる事項を公告する。 

⑴ 保留地の位置、地積及び予定価額 

⑵ 入札の参加者に必要な資格 

⑶ 入札への参加の申込みの受付期間及び受付場所 

⑷ 入札の日時及び場所 

⑸ 第６条第１項に規定する入札保証金に関する事項 

⑹ 入札の無効に関する事項 

⑺ その他入札に関し必要な事項 

（一般競争入札の参加者の資格）  

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は、一般競争入札に参加することができない。  

⑴ 契約を締結する能力を有しない者  

⑵ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

⑶ 入札の公正な執行を妨げた者  

⑷ 公正な価額の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合した者  

⑸ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密 

接関係者 

（一般競争入札への参加の申込み） 

第４条 一般競争入札に参加しようとする者は、第２条の規定により公告した受付期間内に、保留地入

札参加・抽選参加・買受申込書（別記様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

⑴ 申込者が法人である場合には、登記事項証明書（商業登記規則第３０条第１項第２号に規定する

履歴事項証明書であって、同条第３項の規定により全部である旨の認証文が付されたものに限る。） 

⑵ 申込者が個人である場合には、契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受け

て復権を得ない者でないことを申し立てる書類 

⑶  その他市長が必要と認める書類 

（資格の審査等） 

第５条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、申込者が一般競争入札に参加する資格を有

するかどうかについて審査し、申込者に審査の結果を通知する。 

２ 市長は、前項の審査の結果、一般競争入札に参加する資格を有すると認めた者に対して、当該資格

を有することを証する書類を交付する。 

（入札保証金） 

第６条 前条第２項の書類の交付を受けた者（以下「入札者」という。）は、入札の開始前に、予定価

額の１００分の５に相当する額（当該額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り上げた

額）の入札保証金を本市に納入しなければならない。 

２ 入札保証金には、利子を付さない。 

（予定価額） 

第７条 一般競争入札により処分する場合の保留地の予定価額は、施行規程に基づき、市長が定める保

留地の価額とする。 

（入札の方法） 

第８条 一般競争入札は、第２条の規定により公告した入札の日時及び場所において、入札者又はその

委任を受けた者（以下「入札受任者」という。）が、入札書及び第６条第１項の規定により納入した

入札保証金の領収書を市長に提出して行うものとする。 

２ 入札受任者は、入札の開始前に、入札者から委任を受けたことを証する書類を市長に提出しなけれ

ばならない。 

３ 入札者又は入札受任者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

（入札場所への立入り） 

第９条 入札関係者（入札事務に関係する職員、入札者及び入札受任者をいう。以下同じ。）以外の者

は、入札が行われている間、入札の場所に立ち入ることができない。ただし、市長は、必要があると

認めるときは、入札関係者以外の者の立入りを認めることがある。 
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（入札手続の停止及び取消し） 

第 10 条 市長は、災害その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるとき、又は不正

な入札若しくは不正な入札が行われるおそれがあると認めるときは、当該入札手続を停止し、又は取

り消すことがある。 

（開札） 

第 11 条 一般競争入札の開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者又は入札受任者

を立ち会わせて行わなければならない。この場合において、入札者又は入札受任者が立ち会わないと

きは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 

（入札の無効） 

第 12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

⑴ 入札に参加する者に必要な資格のない者又はその者の入札受任者が入札をしたとき。 

⑵ 入札書の提出が第２条の規定により公告した入札の日時に遅れたとき。 

⑶ 入札保証金が市長の定める額に達しないとき。 

⑷ 入札者又は入札受任者が２以上の入札書を提出したとき。 

⑸ 入札書の金額の記載に訂正があるとき。 

⑹ 入札書の主要事項の記載が明確でないとき、又は記載の漏れがあるとき。 

⑺ 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際し不正の行為があったとき。 

⑻ その他入札に関する条件に違反したとき。 

（落札者の決定） 

第 13条 第 11条の規定による開札の結果、予定価額の制限の範囲内で最高の価額をもって入札をした

者を落札者とする。 

２ 落札となるべき価額で入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、これらの者にくじを引かせて

落札者を定める。 

（入札保証金の還付等） 

第 14 条 入札保証金は、落札者に対しては第２８条第１項に規定する契約保証金の納入後に、その他

の者に対しては落札者の決定後に還付する。 

２ 前項の規定にかかわらず、落札者が契約を締結しないとき、又は第３条各号のいずれかに該当する

ことが判明したときは、当該入札保証金は、本市に帰属するものとする。 

３ 入札保証金は、契約保証金に充てることができる。この場合において、過不足を生じたときは、剰

余額を還付し、又は不足額を追徴する。 

（落札等の通知） 

第 26 条 市長は、落札者若しくは当選者が決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、

速やかにその旨を当該落札者、当選者又は随意契約の相手方に通知する。 

（契約保証金） 

第 28条 契約予定者は、第 26条の規定による通知を受けた日（買受けの申込みをした保留地が農地で

あるときは、農地法第３条第１項の規定による許可を受けた日又は同法第５条第１項第６号の規定に

よる届出を受理された日）から 10 日以内に契約保証金として契約代金の１００分の１０以上に相当

する金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、これを切り上げた金額）を本市に納入しなけれ

ばならない。ただし、随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約予定者が契約上の義

務を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、この限りでない。 

２ 市長は、契約予定者が、前項の規定により契約保証金を納入しなければならない場合において、同

項の期間内にこれを納入しないときは、当該契約予定者と契約を締結せず、又は契約の相手方とする

旨の決定を取り消すことがある。 

３ 前項の場合においては、既納の入札保証金又は抽選保証金は、本市に帰属するものとする。 

４ 市長は、契約代金及び第 33 条第２項に規定する延滞料のうち未納のものの合計額が契約保証金の

額以下となったときは、当該契約保証金を当該契約代金及び延滞料に充当する。この場合において、

当該契約保証金に剰余金が生じたときは、これを還付する。 

５ 第６条第２項の規定は、契約保証金について準用する。 

（契約の締結） 

第 29 条 契約予定者は、第２６条の規定による通知を受けた日（買受けの申込みをした保留地が農地

であるときは、農地法第３条第１項の規定による許可を受けた日又は同法第５条第１項第６号の規定

による届出を受理された日）から１５日以内に保留地売買契約書により契約を締結しなければならな

い。この場合において、市長が契約予定者と共に契約書に記名押印しなければ、当該契約は確定しな
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いものとする。 

２ 前項の規定により本市と契約を締結しようとする者は、その者の印鑑登録証明書（法人にあっては、 

法人の代表者の印鑑の証明書）を市長に提出しなければならない。 

３ 契約予定者が第１項の期間内に契約を締結しないときは、市長は、当該契約予定者と契約を締結せ

ず、又は契約の相手方とする旨の決定を取り消すことがある。 

４ 第１項の規定により本市と契約を締結した者（以下「契約者」という。）が契約上の義務を履行し

ない場合又は前項の場合においては、既納の契約保証金は、本市に帰属するものとする。 

（契約代金の納入） 

第 30 条 契約者は、契約を締結した日から１０日以内に契約代金の全額を本市に納入しなければなら

ない。 

（保留地の使用） 

第 31条 契約者は、契約代金（前条第２項の規定により契約代金を分割して納入する場合にあっては、

当該契約代金に付すべき利子を含む。第 34条第５項第１号を除き、以下同じ。）を完納しなければ、

当該契約に係る保留地を使用することができない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りで

ない。 

（契約の解除） 

第 34 条 市長は、契約者がこの規則に違反したとき、又は契約上の義務を履行しないときは、契約を

解除することがある。 

２ 市長は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、その旨を文書により契約者に通知する。 

３ 前項の規定による通知を受けた契約者は、買い受けた保留地を、市長が指定する期間内に、自己の

負担において原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。 

４ 第２項の規定による通知を受けた契約者は、契約の解除により本市に生じた損害を賠償しなければ

ならない。この場合において、既納の契約保証金又は契約代金があるときは、市長は、これらを契約

者が支払うべき損害賠償金に充当する。 

５ 市長は、第３項の規定による引渡しを受けたときは、既納の契約代金（次の各号のいずれかに該当

するときは、当該各号に掲げる額を控除した額）を還付する。 

⑴ 契約代金に充当した契約保証金があるとき（次号に掲げる場合を除く。） 当該充当した金額 

⑵ 前項後段の規定により損害賠償金に充当すべき金額があるとき 当該充当すべき金額（契約保証

金が納入されている場合において、当該充当すべき金額が当該契約保証金の額を下回るときは、当

該契約保証金に相当する額） 

６ 前項の還付金には、利子を付さない。 

（譲渡の制限等） 

第 35 条 契約者は、契約締結後第３２条第２項に規定する登記が完了する日までの間は、保留地の全

部又は一部を他人に譲渡してはならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限

りでない。 

２ 契約締結後第３２条第２項に規定する登記が完了する日までの間において、契約者が次の各号のい

ずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、速やかにその旨を市長に届け出なけ

ればならない。 

⑴ 氏名又は住所（法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地）を変更した場合 契約者 

⑵ 死亡した場合 その相続人 

⑶ 破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人 

⑷ 法人が合併した場合 合併後存続する法人又は合併により設立された法人 

⑸ 法人が破産手続開始の決定及び合併以外の事由により解散した場合 その清算人 

⑹ 法人が分割により保留地の売買契約を承継させた場合 分割により当該売買契約を承継した法

人 

 

（参考）京都市暴力団排除条例（抄） 
（目的） 

第１条 この条例は、暴力団排除に関し、その基本理念を定め、並びに本市及び市民等の責務を明らか

にするとともに、暴力団排除のための本市の施策その他の必要な事項を定めることにより、暴力団の存

在及び暴力団員による不当な行為により本市の行政、本市の区域内における事業活動及び市民の生活に

生じる不当な影響を排除し、もって市民の安全かつ安心で平穏な生活の確保に資するとともに、青少年

の健全な育成を図ることを目的とする。 
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（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「法」という。）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。 

⑵ 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより本市の区域内における事業活

動又は市民の生活に生じた不当な影響を排除することをいう。 

⑶ 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

⑷ 暴力団員等 次に掲げる者をいう。 

ア 暴力団員 

イ 法人でその役員又は別に定める使用人のうちに暴力団員のあるもの 

ウ 個人で別に定める使用人のうちに暴力団員のあるもの 

エ 暴力団員がその事業活動を支配する者 

⑸ 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者として別に定めるものをいう。 

⑹ 市民等 市民及び事業者をいう。 

⑺ 公共工事 本市が発注する建設工事（建設業法第２条第１項に規定する建設工事をいう。）をい

う。 

（基本理念） 

第３条 暴力団排除は、暴力団が本市の区域内における事業活動及び市民の生活に不当な影響を与える

存在であることを認識したうえで、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び

暴力団を利用しないことを基本として、国、京都府、本市及び市民等が相互に連携し、及び協力して、

社会全体で推進されなければならない。 

（本市の責務） 

第４条 本市は、国、京都府、法第 32 条の３第１項の規定により京都府暴力追放運動推進センターと

して指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び市民等と連携を

図りながら、暴力団排除のための施策を推進するものとする。 

（本市の事務事業における措置） 

第 13 条 前４条に定めるもののほか、本市は、契約に係る事務その他本市の事務又は事業において、

暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないように、暴力団員等及び暴力団密接

関係者を契約の相手方にしないことその他の必要な措置を講じるものとする。 

（京都府警察本部長への照会） 

第 16 条 市長等は、この条例の規定に基づき暴力団排除の措置を講じようとするときは、当該措置の

対象となる者が暴力団員等及び暴力団密接関係者であるかどうかについて、京都府警察本部長の意見

を聴くことができる。 

第 18 条 第 12 条第５項に規定する誓約書に虚偽の記載をして提出した者は、１年以下の懲役又は

500,000円以下の罰金に処する。 

 

（参考）京都市暴力団排除条例施行規則（抄） 
（使用人） 

第２条 条例第２条第４号イ及びウに規定する別に定める使用人は、次に掲げる者とする。 

 ⑴ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、

営業所、事務所その他の組織（以下「営業所等」という。）の業務を統括する者 

 ⑵ 営業所等において、部長、次長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有す

る者であるかを問わず、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判

外の行為をなす権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある

者 

（暴力団密接関係者） 

第３条 条例第２条第５号に規定する別に定める者は、次に掲げる者その他の暴力団又は暴力団員と社

会的に非難されるべき関係を有している者とする。 

 ⑴ 暴力団の威力を利用している者 

 ⑵ 暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる金銭、

物品その他の財産上の利益を供与している者 

 ⑶ 暴力団又は暴力団員と社会通念上形式的又は儀礼的なものと認められる限度を超える贈答を行

っている者 
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⑷ 暴力団員が関与する賭博、無尽その他これらに類する行為に参加している者 

⑸ 暴力団員と共に頻繁にゴルフ、飲食、旅行その他の遊興をしている者 

（利益付与処分に係る誓約書） 

第４条 条例第 10 条第１項に規定する利益付与処分を受けようとする者は、市長等又は指定管理者が

必要があると認めるときは、次に掲げる事項を記載した誓約書を市長等又は指定管理者に提出しなけれ

ばならない。 

⑴ 誓約者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者名）及び住所（法人にあっては、主たる事務所

の所在地） 

⑵ 誓約の年月日 

⑶ 誓約者が条例第２条第４号に規定する暴力団員等に該当しないことを誓約する旨 

⑷ 誓約者並びに条例第２条第４号イに規定する役員及び使用人並びに同号ウに規定する使用人が、

同条第５号に規定する暴力団密接関係者に該当しないことを誓約する旨 

⑸ 誓約者が法人である場合にあっては、条例第２条第４号イに規定する役員及び使用人（市長等又

は指定管理者が全ての使用人について記入することが困難であると認めるときは、市長等又は指定

管理者が指定する使用人に限る。次号において同じ。）の氏名、氏名を片仮名で表記したもの、生

年月日及び性別 

⑹ 誓約者が個人である場合にあっては、誓約者及び条例第２条第４号ウに規定する使用人の氏名、

氏名を片仮名で表記したもの、生年月日及び性別 

（その他の事務事業に係る誓約書） 

第７条 条例第 13 条に規定する契約に係る事務その他本市の事務又は事業の相手方となろうとする者

は、市長等が必要があると認めるときは、第４条に規定する誓約書を市長等に提出しなければならな

い。 
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日本産業分類（中分類番号）表 
分 類 名    称 分 類 名    称 

A 農業、林業 I 卸売業、小売業 

01 農業 50 各種商品卸売業 

02 林業 51 繊維・衣服等卸売業 

B 漁業 52 飲食料品卸売業 

03 漁業（水産養殖業を除く） 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 

04 水産養殖業 54 機械器具卸売業 

C 鉱業、採石業、砂利採取業 55 その他の卸売業 

05 鉱業、採石業、砂利採取業 56 各種商品小売業 

D 建設業 57 織物・衣服・身の回り品小売業 

06 総合工事業 58 飲食料品小売業 

07 職別工事業(設備工事業を除く) 59 機械器具小売業 

08 設備工事業 60 その他の小売業 

E 製造業 61 無店舗小売業 

09 食料品製造業 J 金融業、保険業 

10 飲料・たばこ・飼料製造業 62 銀行業 

11 繊維工業 63 協同組織金融業 

12 木材・木製品製造業（家具を除く） 64 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 

13 家具・装備品製造業 65 金融商品取引業、商品先物取引業 

14 パルプ・紙・紙加工品製造業 66 補助的金融業等 

15 印刷・同関連業 67 保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を含む） 

16 化学工業 K 不動産業、物品賃貸業 

17 石油製品・石炭製品製造業 68 不動産取引業 

18 プラスチック製品製造業別掲を除く） 69 不動産賃貸業・管理業 

19 ゴム製品製造業 70 物品賃貸業 

20 なめし革・同製品・毛皮製造業 L 学術研究、専門・技術サービス業 

21 窯業・土石製品製造業 71 学術・開発研究機関 

22 鉄鋼業 72 専門サービス業（他に分類されないもの） 

23 非鉄金属製造業 73 広告業 

24 金属製品製造業 74 技術サービス業（他に分類されないもの） 

25 はん用機械器具製造業 M 宿泊業、飲食サービス業 

26 生産用機械器具製造業 75 宿泊業 

27 業務用機械器具製造業 76 飲食店 

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 

29 電気機械器具製造業 N 生活関連サービス業、娯楽業 

30 情報通信機械器具製造業 78 洗濯・理容・美容・浴場業 

31 輸送用機械器具製造業 79 その他の生活関連サービス業 

32 その他の製造業 80 娯楽業 

F 電気・ガス・熱供給・水道業 O 教育、学習支援業 

33 電気業 81 学校教育 

34 ガス業 82 その他の教育、学習支援業 

35 熱供給業 P 医療、福祉 

36 水道業 83 医療業 

G 情報通信業 84 保健衛生 

37 通信業 85 社会保険・社会福祉・介護事業 

38 放送業 Q 複合サービス事業 

39 情報サービス業 86 郵便局 

40 インターネット附随サービス業 87 協同組合（他に分類されないもの） 

41 映像・音声・文字情報制作業 R サービス業（他に分類されないもの） 

H 運輸業、郵便業 88 廃棄物処理業 

42 鉄道業 89 自動車整備業 

43 道路旅客運送業 90 機械等修理業（別掲を除く） 

44 道路貨物運送業 91 職業紹介・労働者派遣業 

45 水運業 92 その他の事業サービス業 

46 航空運輸業 93 政治・経済・文化団体 

47 倉庫業 94 宗教 

48 運輸に附帯するサービス業 95 その他のサービス業 

49 郵便業（信書便事業を含む） 96 外国公務 
  S 公務（他に分類されるものを除く） 
  97 国家公務 
  98 地方公務 
  T 分類不能の産業 
  99 分類不能の産業 
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（必要書類 Ⅳ-１- ⑴：保留地入札参加・抽選参加・買受申込書） 

 

 

保留地 

入 札 参 加 

抽 選 参 加 

買 受 

申込書 

 

(宛先)  京 都 市 長 年    月    日   

申込者の住所(法人にあっては、主たる事務所

の所在地) 

申込者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者名) 

 

 

  

 

 

電話     ―            

 

 京都市土地区画整理事業保留地処分規則 

☑第 4条 

□第 17条 

□第 24条 

の規定により保留地の 

☑ 入札へ 

□ 抽選へ の参加を申し込みます。 

□ 買受け 

希望する保留地 

地 区 名      伏見西部第五地区 

保 留 地 番号     第２８－４－１ 号地 

面 積     ６，２３６．００平方メートル 

土 地 利 用 の 目 的 

  

注 1 該当する□には、レ印を記入してください。 

 2 申込者が法人である場合には、登記事項証明書(商業登記規則第 30 条第１項第２号に規定する履

歴事項証明書であって、同条第３項の規定により全部である旨の認証文が付されたものに限る。)を

添付してください。 

 3 申込者が個人である場合には、契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受け

て復権を得ない者でないことを申し立てる書類を添付してください。 
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（必要書類 Ⅳ-１- ⑵：誓約書Ａ）                        

  

誓 約 書 
 

 
私は、令和７年１１月１２日実施の京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画) 都市計画事業伏

見西部第五地区土地区画整理事業における保留地処分の一般競争入札への参加の申込みに当たり、下記

の事項について誓約いたします。 

記 

 

１ 京都市土地区画整理事業保留地処分規則第３条に規定する次のいずれにも該当する者ではありま

せん。 

(1) 契約を締結する能力を有しない者 

(2) 破産開始の決定を受け復権を得ない者 

(3) 入札の公正な執行を妨げた者 

(4) 公正な価額の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合した者 

 

２ 申込みに際し、京都市土地区画整理事業保留地処分規則のほか、入札案内書並びに保留地売買契約

書（案）の各条項並びに保留地物件の法令上の規制を全て承知のうえで申し込みます。 

 

令和  年  月  日   

 

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画) 

都市計画事業伏見西部第五地区土地区画整理事業 

施 行 者  京 都 市 

代 表 者  京都市長 松井 孝治 様 

 

            誓約者 

住  所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）   

 

                 

氏  名（法人にあっては、名称及び代表者名） 
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（必要書類 Ⅳ-１- ⑵：誓約書Ｂ）                        

京都市暴力団排除条例施行規則第１号様式 

 

誓  約  書 
 

（宛先）         年   月   日 

誓約者の住所（法人にあっては、主たる事務

所の所在地） 

誓約者の氏名（法人にあっては、名称及び代表

者名） 

 

 

 

 

電話     －     

 

暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等に該当しないことを誓約します。 

誓約者並びに京都市暴力団排除条例第２条第４号イに規定する役員及び使用人並びに同号

ウに規定する使用人が、同条第５号に規定する暴力団密接関係者に該当しないことを誓約し

ます。 

誓 約 者 並 び に そ の 役 員 及 び 使 用 人 の 名 簿 

役職名又は呼称 氏 名 フ リ ガ ナ 生 年 月 日 性 別 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

注 誓約者並びにその役員及び使用人の名簿の欄は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる者

について記入してください。 

⑴ 誓約者が法人である場合 京都市暴力団排除条例第２条第４号イに規定する役員及び使用人

（市長等又は指定管理者が全ての使用人について記入することが困難であると認めるときは、市

長等又は指定管理者が指定する使用人に限る。次号において同じ。） 

  ⑵ 誓約者が個人である場合 誓約者及び京都市暴力団排除条例第２条第４号ウに規定する使用人 
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（必要書類Ⅳ-１- ⑷：事業計画書）                        

 

事 業 計 画 書 

 

（宛先） 京 都 市 長 令和  年  月  日 

申込者の住所（法人にあっては、主たる事務

所の所在地 

 

申込者の氏名（法人にあっては、名称及び代

表者名） 
 

 

  電話    －     －   

令和７年１１月１２日実施の保留地第２８－４－１号地売却に係る一般競争入札（以下「入札物

件」という。）に関する事業計画については次のとおりです。 

１ 入札申込者の業種 

   

 

 
２ 入札物件の利用形態 

   

 

 
 

３ 入札物件の利用計画 

 ・入札物件にて行う業務内容や施設概略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・添付書類 

   施設の配置図、業務内容がわかる資料（パンフレット、HP等） 

 

 ＊ 記載内容について、口頭又は文書等によりお尋ねをする場合や補正を求める場合があります。 

 また、記載内容から入札条件を満たさないと判断される場合には、入札参加をお断りする場合

がありますのであらかじめ御了承ください。 

 ＊ 本事業計画の内容は、入札物件引渡日以降、速やかに実施いただく必要があります。 

 

 

入札物件の利用形態    □工場  □研究施設  □事務所  □倉庫  
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 参 考 写 真  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【航空写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                                   （３月撮影） 
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  【東角】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    【北角】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

   【西角】                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【南角】 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      （７月撮影） 

  ※測量ポイントの写真については、本市 HP上に掲載しています。 

   （https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000340412.html） 

 



 

 

これまでに南部区画整理事務所が実施した入札・抽選に参加された方は、 

令和５年度以降、以下の点が変更となっていますので、御留意ください。 
 

〇入札保証金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 〇参加申込受付場所・入札場所 

 

 

 
○受付場所 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

① 参加受付後に本市が郵送する納入通知書により、事前に納入してください 

  ＜納入期限 令和７年１１月１１日（火）＞ 

② 入札受付時に領収書を提出してください。 

領収書（金融機関から赤枠部分が交付されます。） 

  ＜納入通知書見本＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 入札保証金の返還（落札者以外の方）は、振込により行います。 

 振込には１か月程度かかりますのであらかじめ御了承ください。 

 

 
                      
いずれも令和 4年度までと場所が異なりますので御注意ください。 

① 参加申込受付場所 

京都市建設局南部区画整理事務所 

 （伏見区深草五反田町１１２番地） 

  ＊ 周辺地図は次ページ参照 

②入札場所 

 伏見区役所 １階ホール 

 （京都市伏見区鷹匠町３９番地の２） 

  ＊ 周辺地図はＰ１８参照 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

京都市建設局南部区画整理事務所 
〒６１２－８４３９ 

京都市伏見区深草五反田町１１２番地 

電 話（０７５）６４３－００８８ 

ＦＡＸ（０７５）６４３－００８９ 

 
[交通機関] 

電車  京阪電車         「藤森駅」下車徒歩約１０分 

            近鉄電車・京都市地下鉄  「竹田駅」下車徒歩約１０分 
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